




中央自動車道 下り線 226.9. kp 積み荷（矢印板）落下事象

■事故後の措置

・第三者被害なし

①標識車を含むすべての車両の荷台、飛散防止シート及び固定ロープ、固定ゴムの確認を実施

②緊急作業以外の作業を中止

③緊急安全大会の実施 （2月11日当日排雪作業従事者、2月13日作業従事者全員）

■事故の原因

①落下防止の対策として行う二重の手順のうち、落下防止用のネットを掛けておらず、また、固定用

ロープの締め方も甘かったためロープが緩んで外れてしまった。また、固定用のロープを掛けた後

 の確認を怠った。（緩み、偏り等が無いか） 

②駒ヶ根ICから飯島BS（7.2㎞、所要時間約5分）までの移動距離が短く本来すべき落下防止対策を

 行わなかった。（手抜き）

③規制の設置が必要な作業であり、除雪作業班が先に出発したため、標識車の作業員が慌ててし

まい、落下防止対策がおろそかとなった。（移動時の確認が不十分）



中央自動車道 下り線 226.9. kp 積み荷（矢印板）落下事象

■今後の対応

◆緊急安全大会を実施し以下の対応を行う（2月13日実施済み）

①積荷の固定の手順、方法の再確認。万力による固定方法の再確認の実施。（原因①）

②作業員は近道行為、手抜きをしない、手順の重要性を認識するよう教育を行う。（原因①）

③朝礼時に作業内容、作業箇所、作業工程の確認を行い、作業責任者は現場全体を把握し、作業員

が慌てることが無いよう管理・指導する。車両の移動時は積荷の確認を作業員同士で声掛けしたの

ち出発をする。（原因②③）

④標識車を含む全ての車両の落下防止用のネット、シート及び固定用ロープ・ゴムの点検実施

◆日常作業における作業員への周知徹底事項

①積荷の最終確認を行う責任者は車両を運行する運転手とする。（原因②）
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